
「横浜市資産活用基本方針」一部改訂について 

【改訂の必要性】 
 策定から４年が経過する中で、本市を取り巻く状況も変化し、新たな社会ニーズの変化も生じています。「横浜市将来にわたる責任あ
る財政運営の推進に関する条例」の趣旨を踏まえ、施策の推進と財政の健全性の維持を両立させながら、資産の戦略的な有効活用の取組を
推進し、横浜市中期４か年計画2014～2017に掲げた事業目標の実現につながるよう本方針を改訂します。 
                          

【横浜市資産活用基本方針とは】  
 本市で保有する不動産(土地・建物)を資産としてとらえ、公共・公
益的な目的を踏まえつつ、資産経営の視点に立って、その有効活用を
全庁的に推進していく考え方、方向性を示すものとして平成22年３
月に策定しました。 

【今後の方向性】 

 「資産たな卸し」を継続的に行い、現状把握から具体
的な活用までのフローのシステムを構築し、資産の有効
活用の円滑な推進を図ります。 

 区局が適正な財産管理を主体的に行うための仕組みづ
くりや環境整備を図るとともに、管理の適正化という視
点からだけではなく、資産活用による財源確保という視
点からの取組を進めます。 

 大規模未利用土地や建物の活用に当たっては、まず、
公共施設や市民利用施設の整備の必要性を検討します。 
 公共施設等の利用が見込まれない場合や、公共施設等
としての利用に支障のない余剰部分が見込まれる場合は、
市内事業者にも配慮しながら民間ノウハウを活用して、
まちづくりや地域の課題解決など地域活性化にもつなが
る事業提案型公募による資産活用を推進します。 

 資産の有効活用方策を多角的、全庁的に検討する場で
ある資産活用推進会議を機能強化し、施設の多目的利用
や複合化等の再編整備を検討する庁内の専門会議を創設
することで、再編整備の推進と資産の有効活用に連携し
て取り組みます。 

具体的活用策の決定と資産活用のフローの確立【継続】 

民間ノウハウ等を活用した資産活用の推進【継続】  

公有財産管理の適正化と資産活用による財源確保【継続】 

｢公共建築物マネジメントの考え方｣・｢公共施設管理基本方針｣
との連携【新規】 

  
 

 平成29年度までに統一的基準に基づく新地方公会計制度への対応が

求められています。 

  ｢公共建築物マネジメントの考え方｣・｢公共施設管理基本方針｣が策定

され、公共施設のマネジメントに向けた取組と連携が求められています。 

人口構成バランスの高齢化へのスライド、また、自然災害の備えなど
都市環境を取り巻く変化に対応した資産活用が求められています。 

【資産活用基本方針に沿った具体的な取組】（平成22～25年度） 
 
全庁的な保有土地等の現状把握の実施 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
資産活用の推進 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
民間ノウハウ等を活用した資産活用の推進 

 
  

 
●資産たな卸し 
 
 
 
 
●財産管理の適正化 

 
●建物を含む全資産で実施 
 道路・河川、企業会計にも調査対象  
 を拡大して実施 
   →売却可能資産125件、貸付可能  
      資産 137件を抽出 
●目的外使用許可や貸付手続、指定管
理施設や運営委託施設の自主点検など
実施 

 
●用途廃止施設の 
 利活用 
●利用見込みのない 
  土地の公募売却 

 
●22施設の後利用方針策定 
 
●大規模土地  
         →3.7ha・67億円売却 
  代替地等の一般競争入札 
          →3.0ha・52億円売却 

 
●資産活用における 
  公民連携手法の 
  実施 

 
●民間のアイデアやノウハウを活用 
 した資産活用の推進 
   →事業提案型公募による売却等の   
    資産活用7件、 
    サウンディング型市場調査の導入 

具体的な取組内容・実績 主な取組 

具体的な取組内容・実績 主な取組 

具体的な取組内容・実績 主な取組 

用途廃止施設等に関する基本原則 
 用途廃止施設の活用・処分計画を作成するに当たっては、
施設整備の緊急性、必要性等について精査し、｢中期４か
年計画等に基づく公共施設・市民利用施設の整備｣、｢民間
企業・団体等と連携した資産の有効活用｣、｢地域のまちづ
くりや緑化に配慮した財産処分｣を同時に比較検討します。 
 

資産活用に関する基本原則 
 新たな土地取得を抑制し、大規模未利用土地等の後利用
については全市的な視点から総合的に検討を進めます。 

 固定資産台帳の整備を前提とした財務書類の整備の準
備・検討を進めるとともに、これらのデータベースを活
用することで、資産たな卸しの更新や、区局による資産
活用の推進をサポートします。 

資産活用の基本原則 

全庁的な保有土地等の現状把握の実施 
 ・現状把握（「資産たな卸し」）の継続的実施 
 ・財産管理の適正化（自主点検の推進） 
  財源確保のための売却等の利活用の推進 

中期４か年計画（2014～2017）の目標に向けて 

従来どおり 

取組をさらに推進 

新地方公会計制度への対応【新規】 

資産活用の推進 
 ・類型別資産活用の推進 

 
・少子化・高齢化対策、防災など社会 
 ニーズに対応した資産活用への対応 
・新地方公会計制度への対応 

｢公共建築物マネジメン
トの考え方｣・｢公共施
設管理基本方針｣との
連携 
  
 ・効率的な施設量 
 ・余裕部分の有効活用 

様々な変化に対応するため
の新たな取組 

本市を取り巻く状況の変化 

【資産活用の基本的な考え方】 

【中期４か年計画の指標：具体的活用策の決定】 

【中期４か年計画の指標：事業提案型公募による売却等
の資産活用、区局連携による売却60件】 

【中期４か年計画の指標：モデル事業の実施等・推進】 

民間ノウハウ等を活用した資産活用の推進 
・大規模土地等の事業提案型公募を中心に民間ノ 
 ウハウの活用を推進 

再編整備 
検討の 
仕組み 

保有資産 
情報の 

一元的把握 

施設等の有効
活用による 
財源の創出 
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